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第１４回 特定業者との随意契約に関する調査特別委員会 

開催日時  令和７年８月２８日（木）  午後１時３０分 

出席議員 

 委 員 長：武道 修司 

 副委員長：宗   裕 

 委  員：工藤 久司 

 委  員：田原 宗憲 

 委  員：池亀  豊 

 委  員：吉元 健人 

事務局職員 
 局  長：桑野  智 

 係  長：瀬戸 美里 

証人  前産業課長：古市 照雄 
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午後１時30分開会 

○委員長（武道 修司君）  皆さん、こんにちは。どうもお疲れさまです。 

 ただいまより第１４回特定業者との随意契約に関する調査特別委員会を開会をいたします。 

 まず最初に、今までの録音の関係で音量というか、マイクの入りが悪いところがかなりありま

す。今、それを調整してユーチューブなり、何らかの形で住民の人たちに報告しないといけない

のかなというふうに思っていますが、本日からしっかりとマイクに声が残るようにしていただき

たい。特にマイクを離すと音量が入らない、音が入らないことがありますので、なるべくマイク

を近づけて話をしていただければなというふうに思います。 

 それと、本日の協議事項については証人喚問です。証人喚問が終了した後、また事務打合せを

させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは早速、協議事項に入ります。証人喚問です。証人の方にこちらのほうに来ていただく

ようにお願いをいたします。 

〔証人 入室〕 

○委員長（武道 修司君）  本日は証人喚問で、古市前産業課長に出席をしていただいております。

古市前産業課長、大変お忙しい中、また本日もというか、２回目になりますけど、本日も出席を

していただきまして誠にありがとうございます。 

 それでは早速、証人喚問に入りたいと思いますが、私のほうから何点か報告をいたします。 

 宣言した証人が虚偽の供述をした場合、民事訴訟に関する法律の規定の中で、虚偽事項の関係

がありますんで、偽証罪の関係がありますんで、注意をして証言をお願いをしたいというふうに

思います。 

 また、宣誓の拒否、証言拒否ができる場合がありますが、それ以外で証言拒否をした場合は、

同じく虚偽証言を行った偽証罪と同じような罰則があることを御注意いただければというふうに

思います。 

 それでは、証人に宣誓をお願いしたいと思います。それでは、委員の皆さんと証人の方は御起

立をお願いをいたします。宣誓をお読みください。 

○前産業課長（古市 照雄君）  宣誓書。良心に従って、真実を述べ。 

○委員長（武道 修司君）  すみません。マイク。 

○前産業課長（古市 照雄君）  宣誓書。良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また何事も

付け加えないことを誓います。令和７年８月２８日、古市照雄。 

○委員長（武道 修司君）  ありがとうございました。皆さん、御着席ください。 

 すみません。ちょっと待ってくださいね。書類を取りに行っています。 

 すみません。お待たせしました。先ほど古市証人のほうから書いていただきました住所、生年
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月日、職業、出席カードに書いていただきましたが、この内容に間違いはございませんか。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。間違いありません。 

○委員長（武道 修司君）  ありがとうございます。それでは、これで人定確認を終わりたいとい

うふうに思います。 

 それでは、私のほうから代表して、まず質問をさせていただきたいと思います。 

 証人の方につきましては、マイクの入りが悪いことがありますんで、あれだったらマイクを持

って、それかマイクを近づけて発言をしていただければと思います。 

 それと、発言をする前は挙手をして発言をしていただきたいと思いますんで、どうぞよろしく

お願いをいたします。 

 まず、私のほうから、まず最初に、内部通報、公益通報なんですが、告発で、前回お聞きして、

告発に対しての対処はほとんど何もやっていなかったということは、前回お話をいただいたんで

すが、その内容についてもう少しお聞きしたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いを

いたします。 

 前回職員のほうから内部通報、内部告発というか、外部ではないんで内部になりますんで、内

部通報という形になるかと思います。その職員から、職員と業者との癒着があるんではないか、

問題のある契約をしているんではないかとか、問題のある修理の手続をしているんではないかと

いう通報があったというふうに、ある職員からの証言がありますが、前回はその通報した職員の

職務態度、職場の状況、そういうことは確認をしたが、癒着については何も調査をしていないと

いう回答でしたが、そのような内容で間違いがありませんか。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。先ほど前回の、この１回目というか、前回、私が来た

ときにその話が出て、本当に令和４年度だったと思います。４年、５年ぐらいだったと思います。

記憶の中で当時もお話をさせてもらいました。今回も事前通告というか、質問事項を頂いて、記

憶というか、その話をずっと考えていたんですけども、実際には通報、話はあったのはありまし

た。 

 その中で、本人が業者と何かこういったこと、癒着ではないですけど、あるんやないか、契約

が不備ではないかとかという話は、多分あったと思いますけども、今委員長が言われたとおりあ

ったと思いますけど、その中で、それをもう一回、再度調べたりとか、ただそれに至るまでの契

約については、事務上契約をしてきていますので、それに入札であったり契約であったりとかい

うのはしていますんで、そこでそういった疑わしいことはないだろうということと、あと本人も

いろいろ前回の職場とかという話も異動のときに聞いたりしておりましたので、コミュニケーシ

ョンを取るのが必要だと思いまして、コミュニケーションを取るように努めていました。 

 いろいろ話をする中で、お互いがお互いで片っ方の思い込みの中で話をされるところもあるか
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も分かりませんし、コミュニケーションの中で改善ができればと思って、コミュニケーションを

取るようにしておりました。 

 結果として、今調査に入るかとか、どういった業者なり、契約書をもう一回、見直しをして、

どういった対応して、これが適正かどうかといったところの作業はしておりません。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  ありがとうございます。今、細かいというか、癒着に関しての調査は

ほとんどやっていないというような回答だったと思います。書類でチェックをしてきたというこ

とで、今、回答があったかと思いますんで、当時、そのような対応をされたのかなというふうに

思います。 

 次に…… 

○前産業課長（古市 照雄君）  委員長、もう一個、いいですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  続き、ありますか。次の質問事項に行くんですか。 

○委員長（武道 修司君）  次の質問に行きます。 

○前産業課長（古市 照雄君）  委員長、すみません。もう一個。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  その中で当時、職場で上司の関係がある職員もいましたんで、そ

の中でこういった話があるというか、どういったことなのかといったところの両方、双方の話を

聞いて、これが私の判断、私的にはこれがすぐさま悪い、悪いというか、虚偽が、虚偽ちゅうか、

嫌疑があるようなことではなく、コミュニケーションも絶対に必要なことだろうと思いまして、

意思の疎通も必要だろうということで、そこで両方、双方のほうに、双方というか、職場の者に

もコミュニケーションを取るようにということで話はいろいろしております。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  ありがとうございます。癒着に関しての調査というよりも、コミュニ

ケーションを主体にということでされてきた、当時、されたということで回答いただいたという

ふうに思います。 

 次に、前回もお聞きしました散布車、液肥散布車、クローラー車の話です。この書類から行く

と、令和４年１０月１９日ぐらいなのかなと思うんですけど、はっきり、いつ壊れたということ

が書いてないんで、書類上、１９日に起案が上がっているんで、１９日に壊れた。その前日ぐら

いに壊れたということだろうと思うんですけど、書類上は。１２月３日ぐらいに完了をされたの

ではなかったかなというふうに思います。 

 当時、古市証人が産業課長で、この修理の完了の検査をして、完了が終わったということで、
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約１７万円ぐらいの支払いをしているというふうになっています。その書類からいっても、

１０月１９日から１２月３日という間、古市証人も産業課長をずっとされているんで、この時期

はどういう時期なのかということをちょっと思い浮かべてもらいたいんですが、例えば４月、

５月、６月、４月の終わりからになるんですか。大体稲の稲作の時期で、田植前に液肥散布が大

変忙しい時期になろうかと思うんです。そこら辺は古市証人、散布車が忙しいか、忙しくないか

ちゅう状況は分かっていますか。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。液肥の事業については、散布車含めてクローラーと、

あとバキューム車使っていますし、農業の液肥ですので、普通作というか、稲作が中心になって

いますんで、その時期というのは必然的に液肥の流し込みであったり、いろいろ供給があります

んで、年間通して忙しいのは忙しいです。忙しいです。本当に忙しいです。 

 ただ、その時期に特化して忙しいというのは、水、元肥であったり追肥であったりということ

ですので、今言われた４月から６月であれば、ちょうど田植の時期と思いますんで、そこは通常

忙しいから、年間スケジュールというよりも忙しいとは思っています。 

○委員長（武道 修司君）  ありがとうございます。同じように、１０月、１１月、１２月という

のも麦の種まき前で、同じように元肥として液肥の散布をずっとされているんですよね。それも

当然、今の稲作の説明と同じように、麦の時期も忙しいということは、当然御存じということで

よろしいですか。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。何に特化して、何がその当時忙しいかというよりも、

例えばさっき言った米であったり麦であったり、何月から何月までが繁忙期になって、何月から

何月まで閑散期というのは、スケジュールで私のほうは管理はしていませんし、ただ言えるのは、

年間通して、先ほど言ったように農業に特化した液肥ですんで、いろんな分野で使っています。 

 なので、それを１２月から、さっき言った１０月から１２月の間も忙しいかといったら、主に

は水稲のほうが主になってくる。米のほうが主になってくるんで、その忙しいスケジュールが私

を、年間スケジュールを管理していたかといったら管理はしていないです。 

 ただ一般的に農業で散布する液肥ですんで、その段階では年間通して忙しいのは忙しいといっ

たところで、これから暮れまでは麦で忙しいというよりも、麦もまいていますということで、何

月から何月までが物すごく忙しいといったところのスケジュール管理とかはしてはないです。 

 だから、年間通して現場でずっと動いていますんで、ということは一般的な話にはなるかと思

いますけど。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  ありがとうございます。なぜ、今そのお話を聞いたかというとクロー

ラー車、今、一番最初に言ったように、クローラー車が１０月の終わりから１２月３日ぐらいま
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で、修理に取りかかっていたということになると、クローラー車が動いていないということにな

るんです。 

 稲のときもそうだし、麦のときもそうなんです。２台のクローラー車が１台動かないというの

は大変なことになるんです。特に液肥の場合は、液肥のタンクの中にたくさんたまって、特に年

間で稲のときと麦のときにまくということで、ある程度液肥をつくっている。 

 それがもし液肥が出さなければ、タンクがいっぱいになって大変なことになるというのは、必

然的に管理をしている、していないという話じゃなくて、必然的に分かる話だろうというふうに

思うんです。 

 その上で、１０月から１２月の間に、この液肥の散布車のクローラー車、コマツのクローラー

車、ヤンマーのほうは動いているんですけど、コマツのほうが動いていなかったという、その書

類に印鑑を押しているわけです。 

 だから、そんな状況があり得ないだろうというふうに通常は思うと思うんですけど、なぜその

書類に、そういうふうな書類に印鑑を押したのかを教えてください。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  今言われた、この前見させてもらった、履行確認のことだと思い

ますけども、確かに履行確認には、所属所管課長として履行の印鑑を押しております。 

 ただ、その時期でクローラーが何台、２台あって、１台が動かなくて、１台が修理を出した。

これ当然、現場というか、散布するほうですので、いろんな修繕等があります。その中で、いつ

クローラーが悪くなって、液肥の施設もそうですし、どこの施設も修繕があったら、悪くなった

ら修繕するというのが、これ第一鉄則になっていますので、そこについては必要であれば修繕は

していると思います。 

 当時の令和４年か５年、令和４年１１月ということが書いていますけど、１１月の中で履行確

認で書類をチェックするのは、現場に行って書類確認をするというのは、前回も私のほう説明さ

せてもらいましたけど、ほぼほぼ履行確認については書類の検査、書類のチェックだけをしてお

りますので、現場で行って何を確認したというのは、液肥だけではないんですけど、ほとんど大

半については、履行確認等については、書類確認のほうでやっております。 

 なので、どうしても現場に行って、その時期がいつだったかといったところは、私の中で今ど

ういう状況だったかというのは、記憶をしておりません。ただ、履行確認をして、書類検査をし

たというのは事実ですし、それで履行を認定している、認めているといったことに変わりありま

せん。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  すごく今、話がつじつまが合わない話をされている。もし、その履行

確認を書類だけでするんであれば、もうそれだけの液肥をまいていないんですから、液肥のほう
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の製造施設自体に液肥があふれ出て大変な状況になるというのは、当然、産業課長であれば理解

はできるだろうと思うんです。だから、今言われた、それでその書類を見て印鑑だけ押したとい

うことがちょっと理解できない、我々とすれば、私とすれば。 

 それともう一つ、作業日報というのがあるんです。これ液肥の散布の書類です。これは当時、

共立メンテナンスという会社から書類が上がってきて、その共立メンテナンスから産業課のほう

でこの人の日報をつくって、その日報を当然課長も決裁しているんです。 

 先ほど言った１０月の１８か、１９か、そこら辺で壊れたという書類のクローラーの修理なん

ですけど、実際的には、この日報の中には、１０月１１日に壊れている。その日１日で終わって

いるんです。なおかつ、現場の人たちに確認をしたら、その現場の人たちは自分たちで修理をし

たと言っている。でも、請求書が来ているのはエス・ティ・産業で、実際その修理をしたのかし

ていないのか分からない書類の検査をして、印鑑を押しているという責任はあるんだろうと思う。 

 先ほど言ったように、液肥の状況がどういうふうな状況にあるのかということを、当然推察で

きる、推測できる状況にありながら、そのような書類に印鑑を押している、検査をしているとい

うことは、場合によっては、そういう状況が理解した上で印鑑を押しているんではないか。 

 こちらの日報のほうには、そのような印鑑を押しているんです。日報にも印鑑を押している。

日報も中身も見ない。検査もただ単に来たから、中身も見なくて書類に印鑑を押したというふう

なことなのか。通常の業務をまともにしていなくて、そういうふうな書類をつくっていって、架

空の修理の印鑑を押したというふうなことでいいんですか。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。先ほど言われた架空の書類に印鑑を押したという認識

はありません。日報についても、当時、業務委託をしている会社から、共立メンテナンスから上

がってきて、印鑑は、作業日報です。それが月ごとに多分上がってきていたと思います。週ごと

ではなくて、月ごとだったと思うんですけど、そこもうろ覚えなんですけど、そこに関してはタ

イムラグもありますし、そこで印鑑も確かに履行確認の、産業課では押しています。 

 先ほど言った履行確認の関係については、実際に、繰り返しになりますけど、現場に行って、

何かあったときに現場に行って、現場の状況を確認したというよりも、それより後の履行確認で

あったり、要は業務が終わって検査をする際の書類に不備がないかというのを検査をしています

んで、その都度、その都度、現場に行ったというのはありませんし、そこについては言い訳では

ないんですけども、検査自体が現場に行かなくてもできるということで認識をしておりましたの

で、書類確認のみをして確認をしております。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  今の説明でいくと、液肥があふれているかあふれていないか。そうい

うのも把握もしていない。液肥センターがどういうふうな業務で、今大変な状況になっているの
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かというのも確認もしていない。 

 でも、１０月の終わりから１２月の頭に関して、１か月以上、クローラー車が動いてなかった

という書類に印鑑を押すということが、私たちはちょっと理解できないんです。 

 今説明があったところでいくと、業務をほとんど任せっきりで、自分は印鑑押しただけ、何も

知らなかった。課長補佐が全てやったというふうに聞こえたんですけど、ということでいいんで

すか。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。液肥の量とか散布のやつについては、常々担当という

か、話をしております。ただ、液肥が満タンになれば散布があって、液肥を使って、通常であれ

ばタンクの中も通常どおりの業務になると思うんですけど、液肥はたまっているかというか、そ

の状況は常々ではないんですけど、話の中ではしております。 

 あと液肥の分と、あと現場のほうも、実際にこれ毎回、現場、現場に行けばいいんでしょうけ

ど、実際にそこで管理運転をしていますので、その中で職員も配置されていますので、私のほう

で一回一回、ほかの管理もしております。管理している施設もありますので、その施設を含めて、

全部が全部、毎回毎回行っているかといったら、行ってはないです。 

 ですので、報告受けて、報告受けた段階で話をして、いいよ。全部が全部、毎回行って現場確

認をしたというのはしておりませんので、そこについては、先ほど言ったように、検査の要旨が

上がってきて、履行確認が上がってきた段階で、書類の確認をして、それで履行を認定している

という状況です。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  修理が終わったから、印鑑を押したという今話をされているんですけ

ど、そもそも、その書類が上がってくる以前のことを考えてもらいたいんです。 

 先ほど言ったように、１０月１９日に起案が上がっているんです、起案が。だから、その

１０月１９日なのか、１８日なのか分かりませんけど、故障したのが。でも、１０月１９日に起

案が上がっているんです。実際は、作業日報でいくと１０月１１日、その日に終わった。でも、

１０月１９日に起案が上がってきて、その起案で動かない、散布ができない。緊急で予備品と交

換して修理をしていいかという契約を結んでいる。その契約の中身の起案に印鑑も押しているん

です。だから、修理を知らなかったということじゃないんです。修理をしているんです。起案も

しているんです。印鑑を押しているんですから、起案が上がってきて。 

 それから、最後の検査が１２月３日になっているというところで、そこでまた書類が上がって

きたから検査した。当然、起案が上がってきて、その起案書を見て完了、全ての書類を見て確認

したということで今言われているんであれば、１か月以上動いてなかったということが理解でき

るんじゃないですかということなんです。 
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 １か月以上動いていなかったということであれば、液肥センターの、ずっと常々液肥センター

の液肥の数量を確認をしているというふうに言われていたのに、つじつまが合わない話になると

いうことになるんではないかということをお聞きしているんですけど、今の説明で、書類をだか

ら来たから、上がってきたから印鑑押した。その書類を見て印鑑押した。でも、もともと起案の

ときから印鑑押しているんですよ。 

 実際、これが修理がその前、１０月１１日に修理をしたということも日報で書いているんです。

だから、それを我々が今書類を精査する中で、つじつまが合わないんで、今日、証人に来ていた

だいて、その中身を確認をしたいということでしているんですけど、今、証人の話を聞くと、も

っと分からないというか、そこら辺のところで分かる範囲で構わないんで、説明をお願いをした

いというふうに思います。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。先ほど言った日報なんですけど、日報との整合性とい

うのは当時も取っていません。日報は日報で上がってきて決裁をしていますし、何か物事が起き

て、修繕とか何かがあったときに、日報と照らし合わせてするとか、検査確認のときに日報をも

う一回再度確認をして、日報と照らし合わせてといったところについては、そういった作業はし

ておりませんでした。 

 あと、これも本当記憶というか、現場に行ってその当時の圧力ポンプといったものが、当時、

どう壊れてどうなったかというのは、前回の書類見て、初めてこんなんがあったんかといった具

合で、正直。その都度、現場には行っていませんでしたので、ただ一番最初に物事というか、起

案があって、契約があって、実際現場があってとかという、修繕があって、終わって検査をする

というのは一連の流れですので、その中でその都度、その都度、起案があった日に、起案があっ

たというか、その書類を確認して、不備がなければ検査をしていたといったところは、実際にそ

ういった状況ですので、その都度、日報と照らし合わせて、そこの整合性というか、個々にあっ

て、この日にちがこうなってこうなってといったところについては、今言われたものだけではな

くて、全体的にそういった書類で確認していたといったところですので、その都度、日報と照ら

し合わせて、現場と照らし合わせてといった作業についてはしておりませんでした。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  作業日報がまとめて来たから分からなかったとか、そういうのもある

んですけど、この履行確認調書の中には、当然、今一連でずっとその書類見ているんですけど、

この中には起案書もあるんです。起案書もあるし、委託契約が１０月１１日に修理終わっている

のに、委託契約の期間が１１月１６日から１２月１５日となっている。１か月後です。１か月後

から修理の契約しているんです、実際は。壊れたのが１０月１９日、一番最初に起案上がったと

しても、１か月近く後から契約の年月日になっている。委託契約になっている。 
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 実際は１２月３日、１５日までの契約になっていますけど、その前に修理終わっているという、

書類上になっているんですけど、個々の状況で、この状況で、この内容のこの書類はおかしいと

いうことは、普通は気づくだろうと思うんです。当然産業課長であれば、液肥の状況がどうだと

かいうことを理解すれば、この書類自体がもうその段階でおかしいというふうに気づくのは、必

然的なことかなというふうに思うんですけど、そこら辺については、全然疑問には思わなかった

ですか。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。今言われた、委員長が言われた、その書類についてお

かしいとは思わなかったといったところですけども、実際に今、私がその書類を今の段階で、そ

の当時、令和４年のことを記憶の範疇で、もう記憶の中では全くないので、ただ、実際には書類

がおかしくないか、おかしいかと言っていたところについては、そこをちゃんと決裁もしてます

し、決裁もしてるのは事実ですので、そこについてはそのとき書類の確認して、おかしくないと

いうことで認定というか、思ったので印鑑を押して決裁をしていると思います。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  これ令和４年で、３年ほど前の話になります。記憶もはっきりしてい

ないという分もあるかもしれませんが、この内容、この書類に関しては大きく２つの問題点があ

る。 

 １つは、実際に修理した日と違う日にちで１者見積り、１者見積り、緊急でやったんでしょう

から、それいいんですけど、実際は、その業者が修理をしていない、現場の人たちが修理したと

いうふうに、証人喚問の中でもそういうような発言をいただいているんで、まず一つは、架空請

求ではないかという可能性が１つあるということが１つ。 

 それともう一つが、なぜこういうふうにずらしてこの書類をつくったかということが理解でき

ないんで、公文書偽造の可能性もあるというところで、今、我々は調査しているというところな

んで、ただ単にこれをどうこうしようとかいうんじゃなくて、書類をチェックする中でずれが出

てきておかしいところを、実際おかしいのか、おかしくないのか、我々は知りたいということで、

今こうしているということでの今調査になっているということだけ御理解をしていただきたいと

いうふうに思います。 

 この件については、私のほうからこれ幾ら聞いてもかみ合わないと思いますんで、この質問は

終わりたいと思います。（発言する者あり）後からまたお願いします。 

 委員の皆さんはまた後から、私の代表の質問が終わってからお願いしたいと思います。あと

２つ項目があります。 

 もう一つは、前回の証人喚問のときに、職員時代にエス・ティ・産業の繁永さんと飲食をした

ことがあるというふうに回答いただきました。どういうふうな状況で飲食があったのか。我々は
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なぜこれを聞くかというと、職員と業者というのは密接な関係にあってはいけないというのは、

これは地方公務員法の中でもあったかと思います。 

 基本的には、職員たるものではないですけど、そういうところで当然古市証人もそこら辺の理

解というのは、当然あるかと思いますんで、その中で、前回飲食をしたことがあるというふうに

御回答いただいたんで、どのような状況で業者の方と飲食をされたのかということが、お話がで

きる範囲があれば、説明をお願いをしたいというふうに思います。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。この件についても、私、全て、包み隠さずというか、

正直に答えていますし、全体通しても、自分の分かる範囲で言っているつもりです。記憶の中で

もありますけども。 

 先ほど、これも前回言われた第１回目というか、前回のときの話がありました、飲食はしてい

ます。ただ、これが毎回、毎週とか毎月ではなくて、自分の記憶の中では、質問事項によります

と、生涯学習課と産業課のときというのは、この中でも二、三回はした記憶はあります。程度だ

ったと思います。 

 これについても自己負担というのもしていますし、私自身がお金を出してもらって連れていっ

てもらったというのは全くありませんし、そこは記憶、いつ行った、どうのこうのというよりも、

基本的にお金を出してもらっていくというのは、自分の中ではありませんので、そこについては

自己負担の中で行った。二、三回は記憶をしております。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  ありがとうございます。次の質問に入ります。 

 次の質問ですが、液肥製造施設、第１、第２というふうにありますけど、その液肥製造施設の

運転委託業務の契約をエス・ティ・産業さんのほうで締結をして、今、業務をしています。 

 令和７年からの第２については、まだ今、書類の精査中ですから、まだ分からない部分はある

んですけど、令和５年、令和６年の第１の液肥施設の運転委託業務で、２者見積りで、業務とい

うか、見積りで入札というか、２者での見積りで決まっていますというか、それで委託契約を結

んでいます。 

 その２者というのが、エス・ティ・産業さんと太新工業株式会社という２者でされているとい

う状況です。この２者が、先日、繁永証人の話でいくと、協力会社であるというふうに言われま

した。協力会社の２者を選定して見積りをするというのは、基本的にこれは、もう最初から談合

してくださいよじゃないけど、協力会社で２者で見積り取るというのは、通常あり得ない処理だ

ろうというふうに我々は思っているんですけど。 

 令和５年、令和６年の第１施設の２者での見積り入札をなぜ許可したのか、なぜそういうふう

な状況で入札、見積り契約、見積りを出していただいて契約したのか、分かる範囲で教えてくだ



- 12 - 

さい。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  まず、先ほど言われた協力会社ということですけども、私自身、

この双方が協力会社ということは全く知りません。あと、至った経緯ですか。 

○委員長（武道 修司君）  分からなきゃ分からないで構いません。 

○前産業課長（古市 照雄君）  この両者の会社の関係は、協力会社というのは知りません。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  ありがとうございます。令和５年の契約については、初めての契約で

すから、当然、証人もそうだし、担当の部署の人たちも知らなかったという可能性はあるかと思

います。 

 ただし、令和５年の状況を見ると、例えば、どちらかが契約を取ったら、どっちかがというか、

太新工業さんが契約を取れば、その下請をほとんどエス・ティ・産業さんがされていた、下請を。

令和５年の状況を見ると、協力関係にあるということは、大体推察ができる状況。Ａという会社

が元請になって、Ｂという会社が下請をするというのは、一般的に協力会社というふうになるん

だろうと思うんです。 

 その状況の中で、令和６年も同じような契約をしている。２者での見積りで、ほかにも５者、

６者あればいいんですけど、２者なんです。２者での見積り、協力会社での２者での見積りで、

そのとき古市証人は、その契約の２者について疑問は感じなかったですか。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。２者の見積りに疑問がなかったかという件ですけども、

実際に当時、疑問があったかどうかというのは、今のところ、今、この当時、あったかという記

憶はないです。 

 ただし、ただ２者見積りで、要は競争して安いほうが取れればいいということですので、そこ

は当時、見積りに上がってきて、契約の段階で入札をする。その中で２者が協力関係にあったと

いうことも全く知りませんし、そこで競争すれば、競争というか、安いほうが取ればいいといっ

たところで考えたと思いますので、そこについて疑問は持っておりません。だったと思います。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  令和６年の契約に関しては、１年ほど前の契約、１年半ですか、約

１年と半年ぐらい前の契約です。そんなに昔の契約じゃないです。 

 今、安いほうであればという話をされたんですけど、これ協力会社で見積りをするということ

になると、当然どちらかが安いというふうになるんだろうと思うんです。でも、本当の競争では

ないというふうになるんではないかということなんです。 

 全然違う会社で競争して安いほうというのが通常の入札です。見積りとかがあるだろうと思う

んですが、協力会社で見積りをするとなると、安いほうでというのは、当然協力会社ですから、
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片一方がしても、片一方が下請をするみたいな話になってくる可能性は強いんだろうと思うんで

す。 

 だから、そういうところに疑問を感じなかったのか、当時産業課長として疑問を感じなかった

のか、どうなのかを再度お聞きしたいというふうに思います。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。そもそも協力会社であったということは全く私も知ら

ないことですし、この協力会社であるかないかとかといったところは、私には全然、その当時も、

今話があって聞いている話ですから、当時、この２者が協力会社であったからといってというこ

とも全く知らない中でしていたので、していたというか、です。この２者についても、本当に見

積りが、入札が結果、安かったので決まったという事実で契約をしていると思います。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  ありがとうございます。ということは、今古市証人の話からいけば、

この２者を選んだのも、担当である下田課長補佐。この２者でそういう関係にあるにもかかわら

ず、そのような選考をしたという状況、令和５年度の状況を見て、また次の年もこの２者でした

というのは、全て下田課長補佐が主導して、下田課長補佐が全て伺いを上げてきたということで

よろしいですか。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。私からどの業者を使えといったところは全くないです。

ただし、現場としては下田、今名前出てきました課長補佐がいろいろ考えて、ほかの業者はない

かとか、いろいろ対応はしていたと思います。 

 この２者だけではなく、ほかにできる業者がないか、いろいろ探ったりとか、探したりとか、

電話したりとか、いろいろ現場では本当にやっていました。なので、それをほかの業者はないか、

ないという話は、当時、私もした記憶もあります。ほかに業者はないやかといったところは。た

だ本人もいろいろ探していました。 

 私が電話して探すことはなかったんですけど、補佐のほうが電話して、できるやか。これはど

うやかといったところはしていたと思いますので、その結果、できるところがないということで、

この２者になった。これで上がって、上の決裁上げていったという経緯です。 

 必ずしも私のほうで２者で、その当時の補佐のほうで２者だけで行くといったところではなく

て、恐らくその中では探した中でないので、できるところがないということで、２者になったと

いったところもあると思います。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  だから今、２者になったんだろうということを今言われているんです

けど。だから、結果的にどういう選考であろうと、この２者を選んだのは下田さんということで

いいんですかということなんです。 
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 だから、全て下田さんがこの契約、こういうような中身に関しては、下田さんが全てそういう

ような内容を精査した上で、２者に選んでいったということでいいのかという確認をさせてもら

っている状況です。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  今の質問というか、そうです。現場というか、起案者が起案をつ

くって、それで上がってきてといったところですので、そういった流れにはなっております。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  分かりました。取りあえず、私のほうからは以上で終わりたいと思い

ます。委員の皆さんのほうから何か御質問あれば。 

○副委員長（宗   裕君）  委員長、申し訳ないけど、最初に質問させてください。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員、マイク、近くに寄って言ってください。 

○副委員長（宗   裕君）  トップバッターで、大変聞きにくいことですけど、これはやはりこ

の場で聞くべきことだと思うんで、覚悟を決めて聞きます。 

 今問題になっているエス・ティ・産業の繁永さんと、今の証人との関係を聞きます。もう皆さ

ん周知のことなんで、３月をもって職員を退職されて、今政治団体を設立されて、後援会活動に

日々励んでおられるというのは、もうどなたも知っていることだと思うんですよ。 

 それで、その後援会活動の中で、特別に熱心に証人と一緒に取り組んでいるのが繁永さんであ

るというのも、これ私、友人からも直接聞いてますから、これも周知の事実ですから、今はエ

ス・ティ・産業の繁永さんと特別親しい関係にあるのは否定できないと思うんですけど、よろし

いですよね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  この件と今の件というのは、私が答える必要がある件でしょうか。 

○委員長（武道 修司君）  いや、それで答えられるんであれば答えてもらえばいいし、答えられ

なきゃ答えられないでいい。 

○前産業課長（古市 照雄君）  答えられない理由として。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。実際に３月３１日をもって役場を退職しました。今に

至っております。その中で、今、誰とどうある、誰と付き合いがあるとかといったところは、こ

の件とは全く関係ないと思います。今日、私が呼ばれているのは、当時現職だったときの特定業

者との関係で呼ばれていると思いますので、今現在については、答えについては差し控えたほう

がいいと思いますし、差し控える、答えることはできないです。という理由で回答します。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  いいですか。吉元委員。 
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○委員（１３番 吉元 健人君）  前回に引き続き、御多忙の中、ありがとうございます。前回の

点と今回の点、併せた内容で多々出てくるのが、課長職であって、職務多忙で、検査、本当はす

ればいいけど、せずに印鑑押した事実もあり、でも液肥の確認はしているという、ちょっと矛盾

した点もあるんですけれども、多忙を理由に、逆に課長職の職務が全うにできなかったかなとい

うのは、理由づけになるかならないかという判断は、古市さんの中でどうお思いですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  今、吉元委員から出た、多忙だから検査、検査ですよね。検査も

含まれていると思います。まずは検査については、多忙だからということ、多忙も本当に多忙で

す。産業課というのは、ほかの課よりもかなり業務量も多いと思います。農林水産含めて係、商

工もありますし、そんな中で私一人が多忙ではなくて、職員みんな多忙でした。その中でやって

います。 

 検査については、現場に行っていないというのは、前回、第１回目のときからも言っています

けども、これについては検査の中身、検査の要綱であったりというのは、現場に行って検査をし

なきゃいけないといったところにはなっていないです。 

 書類を確認して、書類を基に現場の人がチェックをして、検査員とか検査するほうが、履行確

認するほうが、それでしていましたので、それで現場に行けば一番いいと思います。検査も行っ

たほうがよりいいかなと思いますけども、それは要綱というか、検査規程の中でも、書類確認と

いったことに定められておりますので、それに基づいてやってきています。 

 あと全体的に、やはりその場、その場で全部が現場に行けばいい。私は仕事をほっぽらかした

ということではなく、現場、現場というか、担当者も、現場というのは今、私が言う液肥ですけ

ども、一緒の職場にある、机並べているのも現場っちゃ現場になると思います。おのおのが係で

あって、担当者であって、仕事をしていますので、その仕事については係がありますので、その

中で係長を下に。 

 課長の仕事というのは、一個一個、事細かく、役場の職員、担当職員に現場に行ってこれせ、

あれせということではなくて、職員が働きやすい環境をつくったりとか、マネジメントするとい

ったところもあると思いますので、ちょっとすみません。長くはなりますけども、私の課長の考

え方は、職員と接する考え方、業務に関する考え方というのはそうでしたので、そういった対応

を取らさせてもらっておりました。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  細かくありがとうございます。そこで１点、最終的な契約、金

額等もあるんですけども、全体的な町の契約のトップは首長、町長にあるとは思うんですけども、
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業務上に対しての権限が委託されている認識はありますか、各課長。（発言する者あり）町長が

全て見ることは不可能なので、各課、各課にまとめて、まとめるのが課長の仕事だと思うんです

けども、そういう認識は課長のときにありましたか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  各課、これ要綱の何かでも定められて、その中身について認識は

ありました。ただ、それが私の中でその認識と一般的な認識の差があるかも分かりませんけど、

私の中では認識ありました。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  そこを確認できれば、現場再度に、古市元課長の、僕は性格は

多分、すごく慕っていた部分もあるので、どの議員よりも分かっているとは思うんですけども、

すごい親身になって仕事に取り組んでいると思います。 

 ただ、やっぱり前回の証人喚問で来られたときと、先ほど武道委員長と古市証人との会話の中

で、液肥で言えば、年間的なスケジュールは全く把握していないけれども、日々の液肥の量は確

認しているとか、多分、全体のスケジュールが分からないと何も分かんないと思うんですよ。と

いう不明な点があったので、ちょっと申しました。 

 質問に戻ります。多忙を理由にして、課長に責任があるかないかとかいうのは、僕もよく分か

らなかったので、ちょっと調べてみました。法的根拠の中と行政運営上の観点で、何点か課長に

聞きたいなと思いまして。今さっき、最終責任が首長から預かっている部分があるので、各課に

おかれて、いろんな書類等の確認業務の最終責任者であるのは、課長が多いであるというのは御

存じですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  決裁権者で決められておれば、それは課長であれば課長です。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  では、先ほど武道委員がずっと言われている日にちの件です。

起案が令和４年１０月１９日、記憶にないと言われても、最終的な印鑑、責任的な部分は課長に

あるかなという認識はありますか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。先ほど、今吉元委員が言われた、責任があるかどうか

というところですけども、実際に私がその当時、何回も繰り返しになりますけども、その中で決

裁をして、それが今の段階で皆さんのほうが疑いがあるとかという話をされていますけど、その
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当時、私は疑いがあるといったことは思っておりませんし、その中で決裁をしておりますので、

今その書類を見ても、何が疑いがあるかといったところについては、書類だけでは決裁、書類で

決裁しておりますので、そういった回答です。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  では、記憶に基づかないで、これが古市証人じゃない人の場合、

端的に聞いて、そういう情報を自分が仕入れて、前課長職、何年ぐらいされて、６年、７年ぐら

い、課長、やられてますよね。（「７年」と呼ぶ者あり）７年。７年やられた中の、自分の知識

の中でこういう案件が出てきたときに、責任はどこに行くんですかねとお考えですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。責任の考え方というか、責任は誰に行くかといったこ

とであれば、その当時、決裁権者である、これ役場の中、全体的に行政の中、決裁権者を決めて

ますので、決裁権者であれば、課長であり、副町長であり、町長である決裁権者の責任にはなる

と思いますけども、今の段階で、この責任が、実際に疑義なのか、疑義というか、それで責任と

いう考え方ではなく、全体、一般的なもので何もかにも責任を持って仕事をしているというのは

事実です。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  吉元証人。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  職務多忙なことは。 

○委員長（武道 修司君）  すみません。証人と言ったね。吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  吉元です。すみません。ちょっと今質問が飛んだんですけれど

も、何言おうとしたんかな。ちょっと違う話に行きますね。ちょっと飛んじゃいました。業務上

の観点で、３点ぐらい上がっていた中の１点で、証人に聞きたいと思います。 

 なぜ課長が確認せず、多忙を理由にまかり通れないかという行政運用上の観点がありまして、

早く言えば、不正や癒着の温床になることが多いということが基本にあるみたいなんですけれど

も、もちろん皆さん、暇な課とかはどこもないと思います、産業課に限らず。その中で職務され

ている中で、多忙なので分からなかった。最終的な責任は白か黒か、まだはっきりしないと分か

らないというのも、ちょっと古市さんぽくないなと僕は思ったので、ちょっと聞いてみたいなと

思ったので、多忙を理由に本当に、もう名前はさっきから出てますけど、液肥センターをほぼほ

ぼ下田課長補佐に任せていたのか、いなかったのか。それ簡単でいいです。お答えください。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。私、前回、第１回目のときもお話をしました。多忙を
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理由に全くしなかったといったことではなく、多忙というのは、もう事実です。その中で業務を

しております。 

 そして、全部、現場に下田、当時は液肥センターのほうで全部任せていたかというと、そこは

一係というか、一職員がいますので、そこのところで全部をまとめてしなさいということではな

くて、運用・運転であったり、直営ですので、そんなところもしてもらっておりました。 

 相談事があれば、その相談にも乗っておりましたし、ただ、多忙だから何もしてないといった

ことではなくて、ある程度現場サイドで係がありますので、現場職員いますので、その中でやっ

てもらったというのは事実です。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  何度も続けてすみません。もう一点、古市証人と今、前からな

んですけど、すごい熱い方で、仕事もすごく真面目にやられる方で、本当にお世辞抜きで言って

いる部分なんですけれども、多分コミュニケーションとか、そういう職員に対しての距離感とか、

その辺を物すごく大事にしている方だなというのは、以前から思っているところなんですけれど

も、逆にそういう管理的な部分、監督責任的な。 

 ところが、前回から、なぜか、何か正義感強い古市証人だと、自分の不徳の致すところでとい

うのが出てこないのが僕、ちょっと不思議で、すごい不思議なんです。腑に落ちないというか。

僕はまだまだ新人でなり立ての議員ですけども、なってすぐのときに、何でも相談にも行ってい

ましたし、何でも協力的に教えてくれた方が、何かその辺、責任のことを聞かれると、何かなか

なかいつもの古市照雄じゃないなというのが僕の気持ちです。 

 そこを踏まえて、結局、これ誰が責任取るとか取らないとかちゅうのは、多分みんながやって

いけばならなかったことが、実際調べてみると、業務をやっていないことは、請求かけられてお

金を払っているという状況が、すごく明確にもなってきているのかな。これ以上、僕らもあくま

でも調査の機関なんで、捜査できないので、これから先はどういうふうな内容で進んでいくのか

は、今後になってくるんでしょうが、今後、今の運営自体で多忙等いろいろありますが、町の運

営はやっていかなきゃいけない現状もあります。 

 このたった３年間の、たったと言ったら悪いですけども、たった３年間の随意契約を調べるに

当たって、産業課のみならず、約１５課のうち、会計課と税務課以外は、ほとんど随意契約を交

わしたことのある、今の役場の状況なんですけれども、こういう課長時代に知らなかったことも、

今熱心に傍聴に来ていただいている古市さんだから、どういうふうな改善点を行えばいいかなと

いう提案は逆にありますか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 
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○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。私も実際、傍聴できる範囲は、来れる範囲は来ていま

す。これ議会も含めてですけど、この委員会も来ていますけども、業務改善といったところで、

私が今、役場の職員であれば、どうのこうのというのは、いろいろ改善が言えると思います。 

 ただ、私の立場上、言える立場ではないということと、ただ今回、百条委員会で委員長が最後

にいつも言われている、今回については業務の改善、行政の見直しをするところが必要であれば

見直しをするであったりとかっていうのは、毎回コメントされていると思います。 

 その中で見直して悪いというか、改善するところは改善すべきだと思いますし、物事を今まで

どおりやるといったところではなくて、何か、そのときに何を学ぶかといったものはすごく大切

なものだと思いますので、今回、この委員会を通して、行政が何を学ぶかといったところはある

と思います。具体的に何をこうするということではなくて、何を学ぶかというのはすごく重要な

ことだと思っております。これは行政だけではないことだと思いますけども。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  よろしいですか。ほかに。田原委員。 

○委員（４番 田原 宗憲君）  私も古市さんの課長のときから知っているんですが、吉元議員が

思うように、私も古市さんらしくないなというふうに正直感じています。 

 古市さんは課長のときに産業課長で、すばらしい課長というふうに私は認識しておりましたが、

実際開いてみたら、ただ印鑑をつくだけ。多忙と言っても、ほかの課の課長も忙しいですよ。産

業課の液肥に関して、課長補佐が降格処分か何かになっている理由が、液肥の関係でなったのか

なというふうに私は理解しておるんですが、ただなおさら課長の立場として、監視というのは多

分、古市さんの性格では、私はしていたと思うんですよ。 

 その中で、クローラーの今問題になっている、令和４年１０月１１日、故障です。故障をした

ときに、まず初めに課長に課長補佐が故障しましたよという報告は上がらないんですかね、その

当日。それをまずお聞きしてよろしいですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。現場の、現場というか、施設管理において故障であっ

たり、不具合であったりというのは、全部が全部、上がってくるか、こないかというのは分かり

かねるところがあります。 

 ただし、その都度、大きなもの、小さなものもありますので、その中で軽微な修繕については、

現場のほうで当時、起案とか書類で終わる場合もありますし、毎回毎回、全てにおいて、どうな

った、こうなったという、それで予算がこうなるといったところは、全てが全て上がってきたか

どうかというのはちょっと分かりません。 

 報告もその都度、その都度、あったときに、全てが報告、上がってきたかというのは、報告が



- 20 - 

先なのか、書類が先なのか、書類が先というか、報告があってのものなのか、報告なくして修繕

が入って書類が上がってくるとか、そういったところの前後というのは、全部が全部、毎回、毎

回、報告が上がってくるというのは、私も分かりかねるところがあります。報告するほうが報告

するのか、報告しないのかというのはあると思います。 

○委員長（武道 修司君）  田原委員。 

○委員（４番 田原 宗憲君）  液肥がまけんことなるんやから、報告は絶対聞いているはずです。

基本的、今の現状でクローラー車がして、１０月１１日ぐらいだったら一番、多分忙しい時期で

すよ。 

 そのときにクローラーが止まった報告を補佐もしていないというのは、ちょっと納得が正直い

きません。クローラー関係の修理・修繕なんですが、これを一番知っているのは誰ですか。誰と

誰と誰というのを、人数をちょっと答えてもらえんですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。今言われた、田原委員が言われた報告に関しては、一

般的に私が言っただけで、全てにおいて報告があるかと言ったら、報告も全部が全部上がってき

てはないですということで回答してもらいました。 

 今のクローラー、言われたクローラーについては、報告はあったかどうかというのは、今考え

てもその当時、あったかどうかさえも記憶はないです、本当に。毎回、報告で止まったり、修繕

しなきゃいけないことについては、報告上がってきたと思います。上がってきたと思いますけど

も、今そのときに報告して、どういった報告が上がってきたというのは、本当ないです。 

 一番詳しい、クローラーに詳しい人というのは、クローラーに詳しい人、運転については職員

はしておりませんので、散布する人が詳しいと思います。クローラー、バキュームもそうです。

バキュームもそうですし、運転する人は昔から職員じゃなくて違う方がしていますので、そこに

ついては詳しい、実際には稼働については運転している人、まいている人が機械については詳し

いと思います。 

○委員長（武道 修司君）  田原委員、マイクをちゃんとつけて聞いてください。 

○委員（４番 田原 宗憲君）  職員は課長補佐だけですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  職員は課長補佐というか、当時と今いる産業課の中で一番詳しい

という話をすれば、課長補佐が詳しいです。今の、今というか、当時の現状であれば。そこにい

る担当者も詳しいと思いますし、要は液肥センターに詰めている人、職員は詳しいと思います。

詳しい順番についてはちょっと分かりませんけど、です。 

○委員長（武道 修司君）  田原委員。 
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○委員（４番 田原 宗憲君）  今、古市さんが言われた、一番詳しい人たちの証人の証言をもら

って、私たち、これを今聞いているんです。だから、両方、下田課長もエス・ティ・産業も証人

喚問しましたが、証言、証人になってくれた方たちも、どちらかがうそをついている。 

 この問題になっているポンプ交換の写真にも、課長が一番詳しいという、運転している、ク

ローラーのキャリーの運転している方たちが写真に写り込んでいるんですよ。分かりますか。そ

の作業をしている方が、なぜか知らないけど、写真に写り込んでいる。しかし、請求は別なとこ

ろから上がっている。だから、具体的に聞いているんですよ。 

 古市さんに言うたら、私は知らないという回答をしている。でも、ほかの証人というか、説明

員のときに町長にお伺いしたんです。町長は、課長が決裁しているものに関しては課長の責任、

私は知らないというふうに町長、答えて、町長、そういうふうに答えたんですよ。 

 ということは、課長が今言うように、課長は、私は知りませんって言ったら、誰に聞いたらえ

えか分からんから、今古市さんに聞いた。誰に聞いたら一番詳しいんですか。そしたら詳しい方

たちは証人として発言をしてもらっています。 

 その内容に関して、また別な質問聞きますが、この百条委員会が始まってから築上町、町長で

もいいです。エス・ティ・産業さんと古市さんと情報を共有していないですか。いろいろな百条

委員会に対しても、書類を公開しないのかとかいうタイミングの書類も夕方ですよ、夕方。同じ

５時半ぐらいに百条委員会に追及されたんです。だから、今聞きにくい。いろいろな証言の公開

して、ユーチューブにも恐らく公開するでしょう。どちらかが虚偽の発言をしているということ

になっているんですよ。 

 古市さんも今、一番詳しい方は誰ですよというのを今認めたですよね。そうなっていても、私

は知らないと言うんですか。流れ的に１０月１１日に実際故障して、起案が回ったのが１１月で

すか。 

○委員長（武道 修司君）  １０月１９日。 

○委員（４番 田原 宗憲君）  １９日かね。それから工期は１２月２日ぐらいやったですかね。

いろいろポンプ交換とかオーバーホールが、工期に関してもたくさんあるのに、契約した何日か

後に検査をしたとか、ちょっと何かおかしいところが多々目立つので。だから、もし多忙で印鑑

をつかんやったとかいうのは、理由づけにならんよ。多忙じゃなかったかも分からんし、今言っ

ているだけであって。 

 先ほどの質問の中に、ほかに業者はいないのかという指示をしたと言うんですが、何でそのよ

うな指示をしたんですか。それは今の発言を、今発言をしなきゃいけないから、そういうふうに

思い込んでいるんじゃないですか。その当時、そういうほかに業者はいないのかとかいうような

ことを補佐に聞いたんですか。 



- 22 - 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  どれから、取りあえず、多忙だから印鑑を押さなかったとか、多

忙だからといったことではなく、先ほど言われたように、決裁権者は誰なのかとなったときに、

決裁権者は決められていますんで、課長であれば課長です。決裁権者って、課長って私です。当

時の私、私が産業課長でしたので、その液肥の事業について、決裁権者が課長であれば課長です

し、履行確認のこの前のやつも、印鑑も押していますし、履行の確認もしてます。 

 あと、だから多忙だからというのは、私の多忙というのは、現場、現場に毎回行きますかと言

ったら、それについては、（「そういうこと聞いてないです」と呼ぶ者あり）多忙だからどうの

こうのじゃなくて、多忙は現実多忙です。ただ、多忙だから、それを理由に、私が全く知りませ

んということではないんですけど、ただそのときに、今、何年か前の話をされて、当時、覚えて

ますかと言ったら、もう事実、覚えてはないですし、報告を受けたかと言ったら、報告を多分受

けていると思うんですけど、そこについては、その都度、その都度、それが今記憶にあるかちゅ

うたら記憶にはないです。だから、です。 

 あと質問、何やったですか。 

○委員長（武道 修司君）  ２者以外にあるのかないのかという相談を。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。当時、いつ言ったかとかも全然覚えてはないです、正

直。覚えてないですけど、ほかに会社はないんかという話は、そのときに言ったかどうかは覚え

ていませんけど、ほかに会社はないんかという話はしています。下田参事、ＬＩＮＥでは。 

 それがいつの案件のときに、これについてはどうなのかっていったことではなく、先ほども業

務委託をするときに言いましたけど、それがそのときなのか、修繕のときなのか、それは覚えて

いないです。ただ、ほかには取扱業者、できる業者ないやかって、ないっていう話はしています。 

 以上です。（「共有の件」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。共有ということで、もう全てが全て共有っていったこ

とはしていないです。ただし、この委員会に呼ばれたときに呼ばれて、話も呼ばれたよっていう

話はしたのも事実です。ただ、行きますよっていう話もしてます。 

 ただ、それが、私、当時、この書類が来たときに、何までの制限があるかとか、誰がいいのか、

悪いのかっていったところは、この書類、この参加要請の書類がどこまでの制限があるかまでは

知り得なかったので、非公開でっていう話はしてます。（「どこで」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  どこでということではなく、そこはどこでっていうのはちょっと

もう。（「共有を」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武道 修司君）  田原委員、質問を整理して質問してもらいたいのと、質問するとき、

しゃべるときはマイク、挙手をしてマイク。 

○委員（４番 田原 宗憲君）  分かりました。ちょっと具体的に聞きましょう。 

○委員長（武道 修司君）  田原委員。 

○委員（４番 田原 宗憲君）  町長とエス・ティ・産業と古市さんで、町長室で情報を共有して

いないですかということを回答お願いします。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  共有まではしてないです。町長室で全てにおいて、共有までは全

部が全部、１から１０まではしてないです。（発言する者あり）行きました。（発言する者あ

り）いや、回数は、行ったのは、委員長。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  回数を私は覚えているのは、この前、行ったのは確かに行きまし

た。相談というか、話がありましたので行きました。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  いいですか。ほかに。吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  すみません。ほかの業者を、もう名前、さっきから何回も出し

ているんで、下田課長補佐に探させていた。もうしっかりやっていましたというふうに先ほど古

市証人は申されていましたが、結果的にはどうだったんですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。結果を聞いた、探させた業者はほかにないやかという

のは、確かに業者ないかの確認は本人にもしました。 

 その結果、なかなかないということと、あと報告を受けたのは、現場に来たけどできんやった

とか、そういったところも、できんて、この施設であったり、修繕はできんとかっていったとこ

ろは、電話連絡であったり、現場に来てもらったかも分かりませんけど、それでなかなかないと

いうのは聞いています。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人、多分、今の質問は、液肥センターの施設の運転業務委託の

２者の見積りで、ほかにというところが、さっきから話が出ているのは、修理も含めての２者に

聞こえているんじゃないかなと思うんですけど、液肥センター、液肥の製造施設の委託業務が

２者で、ほかになかったのかどうなのかというところなんですけど。 

 古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。報告を受けているのは、いつ報告を受けたかは覚えて

いませんけど、当時、どこの業者か分かりませんけど、できますかという話をしたというのは聞
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いています。できませんという話を、要はそこの会社ではできないという話はしています。これ

が１か２かは覚えていませんけど、第１か第２かは覚えていませんけど、その話は違う業者とい

うか、ほかのところに聞いて、できませんといった回答をもらったというのは聞いています。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  すごい失礼な言い方をすると、基本、結果なんです。言うだけ

だと僕でも言えるし、全然他人からも言えると思うんですけども、そこも僕は課長の職務だと思

っていて、やっぱりその課を全て任されているので多忙でしょう、みんな、皆さん、産業課に限

らず。特に産業課が多忙なのかもしれませんが、やっぱり課長、課長の最終的な責任者であるこ

とという自覚がすごい欠落しているんじゃないかなと、僕は今回ずっと思っていて。 

 もう４月で退職、３月いっぱいで退職されているので、この質問はちょっと違うかと思います

ので、ちょっと違う内容で聞きます。 

 この日がどうだった、この日は覚えています、覚えていませんって、やっぱり人の頭なんで明

確じゃないと思いますし、そのために書類があると思います。書類を見た上で確認しているので

すが、記憶が定かではないのに、えらい長いんです、古市さんの説明というか、回答が。知らな

いなら知らないでいいと思いますし、何か、すみません、質問がまとまっていないので。こうい

う管理職の方が多忙な責任逃れのような今、形に聞こえている、僕は。逃れのような状態は、や

っぱり組織全体の統制の崩壊に当たると思うんです。町民の信頼ももちろん失うと思うんですけ

れども、そういう認識はありますか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。今言われた責任逃れをしているということは、全く思

いはないです。ただ本当に、話も長くなるかも分かりませんし、覚えていないところについては、

記憶がないところについてはそうです。たしかこうだったという話をさせてもらっていますので、

それだから私が責任を逃れようとか、責任逃れのために答弁しているということはないです。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  最後に。 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  すみません。最後に、今ずっと聞かれているコマツのクロー

ラーポンプの起案が上がったのが１０月１９日の最終の印鑑で、決裁責任者がこれは副町長にな

っています。副町長に責任があるということでいいんですね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。（「分からないと言われるんで、聞く人が上、副町長しか

いないんで」と呼ぶ者あり）古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  役場の制度上というか、決裁の制度上、決裁権者というのが一番
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最初で決めますんで、そうなると思います。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人、大変申し訳ございません。時間がかなり長くなっています

が、よろしいですか。すみません。御迷惑かけます。トイレ休憩、いいですか。もしトイレ休憩

がある場合は言ってください。宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  先ほど田原委員の質問で、壊れたときに報告があるのかどうかとい

う質問の答えで、古市さんは報告があったりなかったりするというような説明をされて、そのと

きに報告なくして、修繕が終わってから書類が上がってくるものがあるって発言されたんです。

つまり修理は先に終わっている。書類は後から上がってくるものがあるって発言されたんですが、

それはどういったことか、もう少し詳しく教えてください。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。今報告の関係でしゃべったので、言葉が前後になった

かも分かりませんけど、そこについては深い意味は、深い意味というか、あえて兼ねてその言葉

を使ったといったことではなく、報告があるかないかの話をしましたんで、それについて言葉尻、

言葉遣いが私の適切でなかったかも分かりません。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  実は大変びっくりなことなんですが、上下水道課や清掃セン

ター──あそこは住民生活課ですかね──生活課の担当者からは、先に工事は終わっていて、

後から書類作ったと、そういう発言、明確な発言があったんです、それはありますと。 

 ですから、私は液肥センターでも書類上、もう我々はあったと思っていますから。書類上、ど

う見ても、先ほどから皆さんが追及されている日付ですよ、先に工事終わっているんですから、

日報見ても。 

 担当課長としては、先に工事が終わっているのに後から書類を作った事例は、全く認識はない、

把握していないってことですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。先ほど言った緊急な案件、緊急で現場が先に行って修

繕して、後から書類ができてきたというのはあります。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  まさに、そこなんです。ほかの課の方も同じように言う。ところが、

書類を見ると、先に修繕や工事が終わっているとは一言も書いていなくて、あたかも起案書がで

きてから見積書をわざわざ取って、見積り入札をして契約をしてという流れになっていて、書類

上からは全く読み取れないんですよ。 

 産業課も同じような、緊急って理由はあるかもしれませんけど、先に工事が終わっていても、
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起案書や決裁書等の書類からはそういうことは全く読み取れない書類になっているということで

すね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。前回の第１回目のときにもちょっとお話ししたかと思

いますけど、現場、要は緊急なものがあって、書類が後でできるというのは、産業課としてもあ

っています。 

 ただ、私が前回言って、これで当時、先に先行して起案で物事をしますといったところがあれ

ばよかったかなといったところを言ったら、多分、たしか宗委員のほうが何かちょっとコメント

されたなと思って記憶しているんですけど、実際には産業課としても、現場、緊急度合いがあっ

て、先に修繕が先行してというのはあります。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  そうすると、書類が信用できない。日付も含めて、書類が信用でき

ないってことになると思うんですが、それ、厳しく取ると、虚偽公文書を作成しているというふ

うに我々は認識しているんですけど。書類は必ずしも信用できないという理解でよろしいですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。虚偽公文書偽造を意識して作ってはいないです。 

 ただし、実際に虚偽公文書偽造をやろうということで、したという認識はないです。ただ、そ

れを整理していくと、やっぱり先に修繕があって、後づけで起案が作られだしたというのはもう

事実です。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  今の証言は、産業課においても、先に工事や修繕が終わって、後か

ら書類を作ることが日常的に常態化していたということでよろしいですね。数は多くないかもし

れませんけど、かなりの数。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  数の把握まではしておりませんけど、これでいつも出てくる緊急

案件については、もう施設が止まったりとかもろもろがあるので、そういった案件については先

行して修繕をするとかそういったことは、数はちょっと分かりませんけど、あっています。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  今、明確にお答えいただいたんで、そういうケースの場合は、これ

は先に修繕あるいは工事は完了しているって報告は課長まで届いているってことですよね。 
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○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  報告が届くというよりも、先に現場のほうで連絡が入りまして報

告、大きな案件ですよね。小さなものについてはちょっと分かりません、その都度あっていると

は思いますけど。報告が、何が壊れた、止まったといったところで、早くしなきゃいけないとい

ったところで報告あって、じゃあ、それ、取りかかって、（聴取不能）、ああ、じゃあ、そうし

ようという判断はしています。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  何か明確にお答えいただけないんで、私のほうから今のお答えはこ

ういうことだろうと整理させていただくんですが。 

 それは、例えば液肥センターだと担当の下田参事がいらっしゃって、日常的、通常な業務は

一々報告せずに、うまく行っていますってことで任せているのは当然だと思うんですが、重大な

ことが起きたりトラブルが起きたりすれば、ちゃんと課長に報告があって相談している、今、そ

ういう答弁ですよね。つまり、機械が止まった、緊急だから、これは書類はまだ上げていないけ

れども、先に業者に依頼して工事をするよとかいうような報告は重大なものに関してはあったと

いう、今、説明ですよね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。重大というか、緊急度合いが、緊急で止まったりとか

する場合については報告受けて、ものによっては、じゃあ、先に、どういった状況であって、現

場に私が行くことはなかったんですけど、報告あって、それで先に取り組むということではあっ

ています。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  我々が問題にしているクローラーの圧力ポンプの交換、これがまさ

にそのケースだったろうと我々は思っているわけです。これは作業日報でも１０月の１１日に圧

力ポンプ交換って明確に書いてあって、１日で工事が終わっているってことで。起案書は、皆さ

ん何遍も言うとおりに、それから遅れること１週間以上の１１──ごめんなさい。１０月の

１１日に交換が終わっていて、起案書は１０月の１９日に起案が上がっているんです。しかも、

これ課長決裁ですけれども、金額はそこそこありますから、随意契約にする理由書だとか、細か

い項目が出ている設計書だとか、かなり書類いっぱいあるんです。ですから、これが軽微なもの、

報告がないもの、重大じゃないものとは当然思えませんから、この契約に関しては、記憶はない

とおっしゃいましたけど、日報とこの起案書の日付が合わないこと、また今言った一連の答弁か

らは、古市さんが覚えていないだけで、これも先に工事は終わっていたけど、後から書類を作っ

たものだというふうに強く推定されるんですけど、何か異論はありますか。 
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○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。案件案件ごと覚えては本当にいないので、この１案件、

これについてはどういう流れでしたかといったところまでは私のほうは覚えてはいないです。 

 ただ、先ほど言った何か緊急というか、何か修繕をしなきゃいけないとか取組をしなきゃいけ

ないといったときに、連絡があって、連絡がないやつもあるかと思います。その都度、全てが全

てあるかも分かりませんけど、あったときについては、私のほうはどういったことで止まっただ

のどうなったといったところについて、早うせにゃいけん、じゃあ、してくれということで話を

しています。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  何か明確に答弁いただけないんですけど。 

 だとすると、緊急で現場が止まって、業者に仕事を発注していなきゃいけないような、緊急の

場合で、課長にも報告が上がらずに、現場段階で勝手に業者に依頼して直してもらうということ

も多々あり得るということですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  小さなものから大きなものまでは、多分、修繕の中にもあると思

います。小さなものについては、全てが全て報告があったかどうかというのは本人でないと分か

らないので。ただ、小さな場合については、報告があったかどうかというのは、全てが報告をし

ていたかどうかというのは現場でやっている職員でないと分からないと思います。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  例えば１０万円以下の軽微な修繕であればおっしゃるとおりかもし

れないけれど、こうやって起案書まで作って、随意契約の理由書まで作って、一者見積りにして、

工事写真も膨大についていて、しかも課長自身が検査員で検査しなきゃいけないような案件でも

そういうことがあり得るのかと聞いているんですが。一般論ではありません。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  実際に、今言った案件については、今、クローラーの話、圧力ポ

ンプ交換といったところであれば、実際に書類がいつできて流れがどうなのかといったところは、

まず、繰り返しになりますけど、その記憶は全くその当時もないです。 

 ただ、状況によって、報告があって、先にしなきゃいけないといったことであれば、した可能

性はあるかと思います。そこについてはちょっと分かりません。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  今、証人は、状況によっては先に報告があってしなければいけない

ことはあったかもしれないとおっしゃったんで、これは、書類はまだ後から作ったかもしれない
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けど、先に報告はあったって今おっしゃったんじゃないんですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。修繕とか、要は物が壊れた件に関しては、今、クロー

ラーのこの話だけではなくて、全体的にそういったケースもあると、修繕を先にしなきゃいけな

いという。だから、それは現場としてはあります。 

 ただ、今回の件が先に行ったのかどうなのかというのは、ちょっと私は（聴取不能）。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  もう一つ聞かせて。 

 では、最低ランクでも決裁権は課長にしかないんです。係長や課長補佐にはないですから。証

人は課長時代、決裁権者として、決裁権者である自分にも報告が上がらないのに、先に発注して

しまって工事が完了していることを容認していたってことですね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。さっき言った随契の中の１０万円未満のやつというの

は、その都度いろいろあると思います。ただ、契約まで行ったりとか、契約案件であったりとか

というものについては、１０万円以上のものについてとかというのは、その都度、報告はあって

いると思っております。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  今、明確な答弁が出ました。確かに１０万円以下は、契約書がなく

て請求書だけのものが多数あるんでチェックできなかったかもしれませんが、今問題にしている

のは、全て見積り合わせもあるし、正式に見積り依頼をして、見積書開封して、見積り合わせも

あるし契約書もあるんです。契約書がある分に関しては、その辺はきちんと報告を受けて把握し

ているという答弁でしたから、そういうことでよろしいんですね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  一件一件の報告までは覚えていません。これは本当に覚えていな

いので。ただ、報告はあっているとは思っております。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  工藤委員。時間の関係ありますんで、整理して、質問お願いいたしま

す。工藤委員。 

○委員（５番 工藤 久司君）  古市証人とは本当に古い付き合いで、ちょっと本当に残念な部分、

それは委員長から最初にあった公益通報の件です。一職員が、古市課長に癒着があるんではない

かというような打診をする。その中で、先ほどの答弁ですと、調査もしていない、癒着はないだ

ろう、契約書的には問題がないということでそのまま見過ごしています。 
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 その職員は、現在どうしていますか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。これ、私も今、話をする中で、そこまで踏み込んだ話

はしていないです。 

 というのが、その職員も、やはり踏み込んだ話というのが、過去というか、仕事に対する対応

とか含めて、じゃあ、全てが全てその職員がちゃんとやってもらっていたかといったところもあ

ります。そういったところについては、私もちょっとそこまで話をすると悪いと思っていました

ので、そこまで話をしていないです。ですので……。（発言する者あり） 

○委員長（武道 修司君）  もう、いい。 

○前産業課長（古市 照雄君）  そこまでしなかった理由というのが、やっぱり職員の業務対応、

態度であったりとか業務内容であったりというのが出るというのもあんまりどうなのかなという

のもありましたので、今、その話をさせてもらいました。（聴取不能）。 

○委員長（武道 修司君）  工藤委員。 

○委員（５番 工藤 久司君）  この職員は仕事をしていないんです。仕事をしていないというか、

できなかったんですね。令和４年に、この彼の起案が一つもないんです。再任用だった竹本さ

ん──名前を出してしまいましたけど──竹本さんが起案を上げている。しかし、竹本さんは、

これ、起案を上げたことはないと。 

 本来であれば、課長の立場からいうと──名前、出してもいいよね。出していいって言いよっ

たからね──米谷君は、それで関わりたくなかったって証言をしてくれています。ですから、

彼の勤務態度が云々であれば、仕事ができていなかったってんであれば、課長はそこはしっかり

と指導しなければいけないんですよ。仕事ができないから、仕事が面倒くさいから、起案もさせ

なくて、その彼はもうそれに関わりたくないからということで、今、休職していますよね。言え

ば、精神的に病んでいるような感じでした。 

 本当にそこは、古市証人──て言い方も何か私は言いづらいんやけども──本当に悲しいよ。

１人の職員が何ぼ仕事ができないからなんだかたらといっても、その１人の職員がそうやって、

もう職員との──もうじき来年の３月で、たしか、もう休職も解けてしまうんです。でも、今の

状態では、彼、戻れないと思う。何でかといったら、これ、改善されていないから。 

 癒着という言葉は、彼の表現であるかもしれない。でも、我々もいろいろ調査をしてくる中で、

多々そういうところもあるんではないかと、それを改善せにゃいかんってことで、最初に委員長

が言うように、改善するべくして皆さんに今日聞いているという流れなんで。でも、その一番、

元になっているこの内部告発、公益通報をしているにもかかわらず、彼の勤務態度がどうだこう

だとかいってそれを調査もしないというのは古市証人らしくない。誰かをかばっているとしか思
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えない部分あるわけですよ。それについてどう思いますか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  誰かをかばっているってことは全くないです。 

 今、名前が出たので、名前を言ってもいいということですので。 

○委員長（武道 修司君）  はい。 

○前産業課長（古市 照雄君）  当時、まず米谷君のほうから話をすると、私もこの前、前回の

第１回目のときに話があったので、何となくずっともう記憶というか、いきなり話が出たので、

全てが全て説明ができたかどうかというのは。なので、ずっとちょっと考えていました。 

 実際、時系列には全くないんですけど、ただ、本人も職場でかなり、上司である、上司も含め

て、さっき名前出た下田、あと竹本さんとも、いろいろトラブルではないですけど話の行き違い

であったりどうのこうのコミュニケーションが全く取れていない状況でした。全く取れていない

ので、その前の、取れていなかったので、私的にはまずはコミュニケーションを取ってもらわな

いと仕事がうまくいかなかったのでと思っていましたし、液肥センター自体がかなりずさんな運

転をしていたと思います。第１はですね。かなり汚れていましたし、そこの管理もかなりよくは

なかったので、結果として、後ほど、後で清掃も入れたぐらいで、ちゃんときれいにしてくれと

いうことであってもなかなかできなかったのもあります。 

 これが、じゃあ、本人に対して相談があったからしなかったということではなくて、まずはコ

ミュニケーションを取るほうから先行していったほうがいいのかなと思って私は先行させてもら

っています。コミュニケーションを取るように心がけました。 

 あともう一つ、竹本さんについても、実際、起案の話が今出ましたので、起案については、本

人、これも第１回目のときに話が出たんですけど、その当時、第１回目のときに出たので、全く

どういう順番、どうやったんかなというの、あったので、後でまた考え直したら、竹本さんが全

然起案を見ていないというのはまずないと思います。前回、起案を見ていないとかという話もあ

ったので──その話はしていいんですか。（発言する者あり） 

 見ていないというのは、ずっと考えていて……。（発言する者あり）考えていて、当時、何か

役場に来て……。（発言する者あり）委員長。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  今言った竹本さんが起案をしていない理由ですけど、起案をして

いないという理由は、起案をさせていなかったことではなかったです。本人に起案をするなとい

うことではなくて、当時担当でしたので、起案をしてくれという話というか、担当者が起案をす

るものというのがあったので、そこで起案をしなくなった理由というのが、竹本さんが起案を作

らなくなったのか、ただ竹本さんは……。（発言する者あり）（「だって、竹本さん、起案して
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いるじゃん」と呼ぶ者あり）（発言する者あり） 

○委員長（武道 修司君）  古市証人、ちょっと整理して発言をしてください。 

 竹本さんは起案をたくさんしているけど、実際は、自分は印鑑押した記憶がないという。全て

が全てじゃないですけどね。ほとんどのね。印鑑押したことないということを前回に聞いたら、

それは知りませんでしたということが前回の回答やったんですよね。 

 今回、今、その件について、竹本さんが起案をしていたというような、今、発言を（聴取不

能）かかったんで、ちょっとそこのところ、整理して説明してください。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  すいません。竹本さんが起案をしたというか、印鑑ですよね。印

鑑を押していない。竹本さん自体は、液肥センターにいたんで、下田補佐参事と竹本さんがいた

ので、起案を全く見ていないとかという話をこの前したと思います。されたと思います、ここで。

（「全くというか、ほとんどですね」と呼ぶ者あり）ほとんどですね。ただ、それを見ていない

といったことはないと思います。 

 というのが、決裁箱とかに起案とかが入るので、それを持って、要は現場で、液肥センターに

帰ったら起案を絶対見ると思うんで、見ていないといったところ、印鑑も押していない、分から

ないといったところはないと思います。（「もうちょっと分かりやすく」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  すいません。竹本さんは作業日報等も書いているんですよね、

毎日。２日に１遍、ためることもある、すまんという、正直に──いつかな。何日か前に確認し

に行きました、日報持って。 

 そのときに、この前の証人喚問か、下田課長補佐の証人喚問かで、下田課長補佐ばかりすると

目立つので──これは本当に古市前課長が言ったのか分からないんですけれども──古市さんか

らそういう指示があったので、印鑑のほうを押させてもらう、起案を僕が上げさせてもらうとい

うやり取りがどちらかの証言であっていると思うので、今後、ユーチューブが出たときに確認す

ればどっちか言っているかは分かるとは思うんですけれども、そういう指示はありましたか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  目立つのでといったことで言ったかどうかは分かりませんけど、

覚えていませんけど、ただ、業務的に、竹本さんが担当者ですので、起案者が作るというのは当

然だと思いますので。 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  すいません。納得しなかったんで、もう一回聞きます。 

 であれば、竹本さんは全部知っていると思います。知っていたとしましょう。いろんな書類の

中に絶対に確認しなきゃいけない書類がいっぱいあるんですけれども、開封を一緒にしなきゃい
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けない作業もほとんど一緒に行っていないというふうな事実をこの前述べられているんですけど

も、そういう部分の管理体制は課長は全く気づいていないんですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。書類の開封は、こちらで私が開封していたわけではあ

りません。（発言する者あり） 

○委員長（武道 修司君）  吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  もう最後、ごめんなさい。 

 ということは、これもやっぱり担当の責任だというふうな捉え方でいいんですかね。 

 僕が思うのは、それをさせていたのも課長だと僕は思っているんですよ。そのための管理職の

課長だと思うんですよね。なぜ、そこでけつを拭く言葉が出ないのか、僕、不思議でたまらなく

て、一回も。もともと古市照雄はそんなんじゃないと僕は思っているので、何回も手を差し伸べ

て聞いているんですけど、全部突き落とすんですよ、そうやって。何なんかなと思って。もう答

弁要らないです。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  田原委員。 

○委員（４番 田原 宗憲君）  古市さん、竹本さんは印鑑をついているから起案を見ていますと

いうことを、今、古市さんおっしゃったんですが、古市さんも印鑑押しているんですよ。人のこ

とは言えて、自分のことは多忙でとか、竹本さんは印鑑ついているから知っていますって今おっ

しゃったんよ。けど、課長も印鑑ついているんです、その書類に。ということは、古市さんも知

っているんですよ。よく聞きよったら、ああ、古市さん、自分のこと分かっていないなちゅうふ

うに思ったんですが。回答はいいです。 

○委員長（武道 修司君）  ちょっと整理して質問してください。あくまでもこれ、気持ちを訴え

るところじゃないんで。あくまでも調査に対しての質問で、質問をお願いしたいと思います。

（発言する者あり）工藤委員。 

○委員（５番 工藤 久司君）  古市証人、公益通報のさっきの米谷君の件です。彼の業務内容、

業務態度、課長からいうと少し劣っていた、あまり仕事ができなかったって表現が適当かどうか

分かりませんが。 

 彼から、いろいろ資料もらっているんです。それを見ると、彼が清掃云々ではなくて、業者さ

んの仕事ぶりがあまりにも雑でという、よくそういう表現で。これは、彼ではなくて、業者なん

ですよ。だから、そういう報告を課長が誰から受けたのかなと思った。例えば、当時参事だった

下田さんかもしれないし、ひょっとすれば業者の方かもしれないんですけど、そこの彼の仕事ぶ

りの云々ってのは課長が見ていてもいろいろ目に余るところはあったかもしれないけども、彼の
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勤務態度ってのは直接見ていないわけだから、それは誰から報告を受けて、そういう評価になっ

たのかをお聞かせください。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。現場のほうで、下田、竹本さんがいましたので、勤務

態度というか、それを含めて、要は、事務所であったり液肥センターであったりという清掃活動

も含めて、「言うけどしてくれない」とか「なかなかできていない」といったところは報告は受

けていると思います。 

 私も、受けて、コミュニケーションは取らにゃいけんということで、米谷君とも何回かは行

って現場で話をしました。それは覚えています。内容についてどこまで話をしたかというのはち

ょっと覚えていないんですけど。行って、コミュニケーション取ろうと思って、その話をしたの

は覚えています。ちょっといつかは覚えていないんですけど。 

○委員長（武道 修司君）  工藤委員。 

○委員（５番 工藤 久司君）  結果的に彼が通報して、課長に相談をして、今、内部的にこうい

うことが起こっているんではないかということに関しては、彼の勤務態度云々とか、課長補佐参

事、当時の下田君とか竹本さんから受けたことで、それは米谷君の証言が違うんだって形で判

断したわけですよね。調査もしていないし。しかし、結果的に彼は、そういう職場で働きたくは

ないし、私はそういう事件に巻き込まれたくないのでってことで、今、休職をしている。 

 ですから、コミュニケーションというけど、そこは当時課長として、彼をやはりきちっと指導

できなかった、きちっとそこを引き上げてやれんやったってのは、非常に悲しくて。彼は今、独

り、病んでいるんじゃないやろうかなって想像するんですよ、いまだに。 

 ですから、そこはきちっと、課長補佐だけじゃなくて、実際現場で見て、本当にそういうこと

があったのかということは、書類も含めて、勤務態度も含めてするべきだったと、私は、今、聞

くだけでこういう表現していますけど。 

 ですから、そのあたりをそういう認識が非常に私は甘かったなという指摘をさせていただきま

す。 

○委員長（武道 修司君）  いいですか、答えは。調査ですので、質問でお願いいたします。 

 すいません。時間が２時間たちました。ちょっとある程度整理をしてしないと、証人もかなり

疲労がたまってくると思いますんで。 

 証人、もう少しだけ時間よろしいですか。すいません。 

 ちょっと２時間たちますんで、ここで一旦休憩をしましょう。（発言する者あり） 

 池亀さんの質問だけ、ちょっとだけ。証人、いいですか。 

○前産業課長（古市 照雄君）  はい。 
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○委員長（武道 修司君）  池亀委員。 

○委員（１４番 池亀  豊君）  さっきから聞いていまして、関わりたくなかったという、工藤

委員が先ほどおっしゃっていて。私はＪＲで働いていたんですけど、仕事で関わりたくなかった

とかそんなことを築上町の役場は言えるんですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市君が言うんやないで、それは米谷君。 

○委員（１４番 池亀  豊君）  築上町の役場は、そういうことを言える職場なんですかって言

っているんです。（「質問だから、答えてもらいましょう」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武道 修司君）  答えられる。古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。関わりたくなかった……。（「言うてないんで、分か

らんやった」「米谷君が言ったんですよ。だから、職員が」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武道 修司君）  池亀委員。 

○委員（１４番 池亀  豊君）  職員がそういうことを言える職場なのかということを聞いてい

るんです。（発言する者あり） 

○委員長（武道 修司君）  すいません。ちょっとここで一旦休憩といたします。 

 すいません。１０分休憩いたします。再開は３時４５分からといたします。 

午後３時34分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時43分再開 

○委員長（武道 修司君）  古市証人、大変申し訳ございません、時間がかなり長くなって。あと

１０分程度で終われるようにしたいと思います。 

 大変申し訳ございません。質問は簡潔に、また回答も簡潔にお願いいたします。もうとにかく

質問も長いし、回答もちょっと長いんで、時間がかなり押している状況があるんではないかとい

うふうに思いますんで、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  これは今日ぜひ聞いときたかったことで、ちょっと早口になります

が申し上げます。 

 液肥の第１施設と第２施設の運転管理委託契約のことです。 

 今、結果として、エス・ティ・産業さんが受注していると思うんですが、これ、そもそも運転

管理を委託するってのは誰の発案、誰が言いだしたんですか。先に選択肢をいいます。現場担当

の下田さん、担当課長の古市さん、さらに上司の副町長、さらに上司の町長、この４人のうち誰

かが言いださないと、運転管理を管理委託しようって話は始まらないと思うんです。しかも、第

１施設は２年前から、第２施設は今年からですから、そんなに昔の話じゃないから、そもそも誰
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が発案なんかってのは記憶にありますよね。お答えください。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。第１施設については、副町長がそうしろというか、ず

っと現場はずっと来ていました。なので、それはもう健全な運転ができないということもありま

したので、それで副町長のほうがやったらどうかという話からです。私たちも、現場というか、

下田のほうも、そっちのがいいということでです。（「第２施設は」と呼ぶ者あり） 

 第２は、私が確認しました。確認しましたというか、当時──ちょっとこれも話、長くなるん

ですけど──当時、液肥の５年、６年って、多分、濃縮液肥ができたときで、結構、人が足りな

いというか、いろんなことをしなきゃいけなかったと思っています。下田と太田がいますので、

どうするかという話はした記憶はあります、第２施設を。第１がもう業務委託をしていたので、

どうがいいかという話はしました。業務委託をしたいということだったので、ここについては、

私はもう、仕事的にもかなり２人とも負担がかかっていましたんで、どうするという話をしたら、

業務委託したいということで、業務委託に至った経緯があります。 

 以上です。 

○委員長（武道 修司君）  業務委託はもう太新工業やっていたでしょう。 

○副委員長（宗   裕君）  委員長、年次点検と運転業務委託がごっちゃになりがちなんですけ

ど、私は年次点検ではなくて、運転の業務委託を聞いています。 

○委員長（武道 修司君）  ああ、そっちのほう。 

○副委員長（宗   裕君）  ですから、年次点検は期間を決めて点検に数週間来るだけですけど、

運転業務委託のほうはあそこに常駐して（聴取不能）。そっちの話ですよね、今。 

○委員長（武道 修司君）  すいません。失礼しました。宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  念のため確認ですけど、第１施設に関しては副町長からの指示、今

年からやっている第２施設に関しては、課長が担当と相談して、第２も委託しようという経緯と

いうことでよろしいですね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  第２については、私の考え方はどちらでもよかったというのはあ

ります。業務を……。 

○副委員長（宗   裕君）  委員長、もう時間がないんで、確認だけでいいんです。私もまとめ

ていいですか。 

○委員長（武道 修司君）  ちょっとすいません。答えはどっちなんですか。 

○前産業課長（古市 照雄君）  第２については、２人に決めてもらいました。意向を聞きました。 

○副委員長（宗   裕君）  了解しました。 
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○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  そしたら、時間がないんで、次の質問します。 

 先ほどから問題になっている圧力ポンプの交換ですけど、それは、今、課長が一番詳しい人た

ちって言っていた現場の作業員から、この契約書を見て証言が出たんです。これ、エス・ティ・

産業にお金が支払われているけど、半日で自分たちが交換して直したぞと。何でエス・ティ・産

業がお金取るんだって。しかも、詳細に写真と合う証言をいただいたんで、私はこれ、エス・テ

ィ・産業はほぼ作業していないのは間違いないと思っています。課長は──業務日報とも合うん

です──そういうことは一切御存じなかったということでよろしいですね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  結論から言うと、一切知りませんでした。 

○副委員長（宗   裕君）  了解しました。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  ところが、書類を見ると、一切知らなかったということはあり得な

いということを説明します。 

 実際のポンプ交換は令和４年の１０月１１日、起案は１０月の１９日、それ以降、見積りを取

って、契約しているのがたしか１１月の１６日なんです。契約書ですよ。だから、簡単な書類じ

ゃないですよ。１６日に契約していると。 

 ところが、契約書と同じ１１月１６日に次の起案書が出ているんです。これは何かというと、

ポンプ交換が終わったので、終わって取り外したポンプをオーバーホールしてよろしいかという

起案書が出ているんです。これ、１１月の１６日です。圧力ポンプの交換作業の契約日と同じ日

です。 

 その日に起案が上がっていて、冒頭だけ読みます。「標記のことについて、先日、液肥散布用

クローラー、コマツの圧力ポンプが故障しましたが、町で予備品を準備していたため、付け替え

て液肥散布ができました」って、もう完了したった報告が上がっている日に交換の契約をしてい

るんです。 

 これ、書類の内容は確認して判をついているはずですから、契約に関しては、既に終わってい

るということを認識しながら虚偽の公文書を作成したということ以外はあり得ないと思っている

んです。現場は見に行く暇ないって言っていましたから、書類だけは内容確認しているんだと思

いますけど、もう明らかに虚偽公文書を作らない限りはつじつまの合わない内容になっているん

で、この辺も、報告も受けていない、起案書の文章も読んでいない、ただ言われるまま判をつい

ていたという答弁に聞こえるんですけど、今までの説明はそういうことですか。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 
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○前産業課長（古市 照雄君）  すいません。自分が文書では確認しています。上がってくれば、

起案も見ます。決裁します。そのときに、それが前後でいくのか、日にちの関係とかもあります

んで、その前後でこっちが先でこっちが後かとかという、さっき言った起案があって契約とかと

いうことも含めて、全体的に物事を見て、この件についてはこう、時系列で決裁をして、さっき

言った１と２、１と２というか、それがもう全くその書類単体で見ていますんで、そこについて

は整合性というか、前後がどうなっていたかまでは見ていなかったと思います。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  今、書類を見ていなかったって言い訳をされるんですけど、そうす

ると、課長権限で発注している分に関して、起案書が上がってきて、見積りが出てきて、契約し

て、完了検査まで御自身でなさっているんですけど、上がってきた書類に判をつくだけで、起案

以降の進捗状況の報告とか相談とか、そういうのは一切受けないんですね。上がってきた書類を

見るだけってことですね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  書類については、私自身が現場には行っていませんので、書類で

上がってきて、書類を確認して、それが時系列で──時系列というか、書類で確認して、それが、

履行確認のときも、添付された書類が何がついている、そういったものを確認して、最後、履行

確認の決裁をしています。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  一番問題にしているのは、まさに時系列、日付なんです。そこがむ

ちゃくちゃでつじつまが合わないと思っているんですけど。 

 つまり、これらの２つの一番合理的解釈は、先に工事が終わっていて、後から書類を作ったこ

とは関係者全員分かっていて、それが分かっていて書類の決裁をしているというふうに解釈する

と一番合理的なんですけど、今、証人がおっしゃっているのは、日付のつじつまの合わないのは、

別々に見ているから気づかなかった。両方並べると指摘のとおり明らかだけど、別々に見ている

から分からなかった。だから、自分は一切何も知らなかったという答弁に聞こえるんですけど、

そういうことでよろしいですか。イエスかノーでお答えください。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  ノーです。その理由。いいですか。違う。 

○副委員長（宗   裕君）  ノーであればノーの、イエスならば何も追加で聞くことなかったん

ですけど、ノーであればその辺の経緯。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  ノーであれば、その辺の詳しい説明をしてください。 
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○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。書類は……。 

 もう一回、すいません。何やったですか。ごめんなさい。もう一回お願いします。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  ２つの起案書や決裁文書、契約書の日付を２つ並べてみればつじつ

まが合わない、矛盾するんですから。だから、先に工事が終わっていて、後づけの契約書類作っ

ているのは明らかじゃないですか、２つ並べれば。それを、２つ並べてみてなくて、別々に決裁

上がってきたから気づかなかったとおっしゃったのに関して、気づかなかったことはない、ノー

とおっしゃったんで、気づいていたって今証言されたんですから、気づいているんなら、何でこ

んな事務処理をしたんですかと聞いているんです。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  すいません。書類については、現場というか、まず、言ってる分

については、書類が、現場で修繕ができます、あります、発生しました、それは最初から事案が

発生したときに連絡あります。連絡があって、そのときにこういった事案があって壊れた、そこ

を修繕してくれ、修繕したい、じゃあ、いいよ、修繕という話になります。その後に、書類は後

で出てくる。先に先行して現場で作業入りますんで、その後に書類が上がってきます。上がって

きたときに、それの確認はします。上がってきたときに、起案であったり、契約書であったり、

履行確認であったり、その都度、書類は確認しています。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  今の説明は、法律や規則を無視して、書類のないまま、口頭のやり

取りだけで先に業者に発注して、書類は後から作るから、日付に関してはつじつまが合わないと。

だから、書類は後から作っている。先に課長が口頭だけで指示をして、もう業者に発注して修理

は完了している。書類は後から作っているから、日付のつじつまが合わないという説明なんです

けど、それで間違いないですね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  すいません。今、整理できました。そうです。 

 一言付け加えさせてもらえるんやったら……。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  すいません。（聴取不能）。あえて、もう現場ありきというか、

建物ありきなんで、建物で、要は施設を稼働させなきゃいけないので、先に修繕はしています。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員、ある程度整理して質問お願いします。宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  やっと納得いく答弁が出ました。つまり、手続や書類は無視して、
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先に業者を決めて発注しているということですから、それならば、つじつま合わないの、よく理

解できる。 

 だとすると、重大問題がありますよね。業者選定が適正なのかというのは、全然書類も手続も

なしに、課長と現場の担当者が、多分電話か何かなんでしょうけど、やり取りして、適当にルー

ルを無視して決める。先にやってもらっているんですから、後から出してもらう見積書自体がも

う無意味じゃないですか。業者の言い値でやるしかない。 

 それと、この起案書を見ると、設計価格ということで、工事を着手する前の財務規則上、地方

自治法上の予定価格も書いてあるんですよ。これも業者の言い値の虚偽を適当に書いているとい

う。つまり、うちの町役場では、書類は無視して、現場の都合を優先して、常にルール無視の手

続をやっているという証言だったんで、そういうことでよろしいですね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  古市です。先ほど言われた現場、ルール無視といったところを意

識して、していたことではないです。ルールをもう最初から破ってしようということではなくて、

要は修繕を先行しなきゃいけないといったところがありますので、それから始まっています。だ

から、もうあえてルール無視をしようといったところで、要は……。 

○副委員長（宗   裕君）  これはいいです。もう何か答えになっていない。ルール無視じゃな

い。 

○委員長（武道 修司君）  ほかにはもういいですか。 

○副委員長（宗   裕君）  正直に答えてもらったんで、十分です。 

○前産業課長（古市 照雄君）  結果として、物事の順番でいったら、やっぱり、これも前回も私

言ったと思うんですけど、先に起案取って、全部終わって修繕すればいいんでしょうけど、そこ

が、早く直さなきゃいけない、止まれないといったところがあるので、書類については後づ

け──という言い方が適正かどうか分かりませんけど──です。 

○副委員長（宗   裕君）  じゃあ、今のを前提に聞かせてください。 

○委員長（武道 修司君）  宗委員、もうこれを最後にしてください。一応、もう時間も。宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  そうすると、圧力ポンプの交換に関しては、作業日報や証言等から

先に終わっていることが明らかってことで追及させてもらったんですけど、今の答弁を聞くと、

液肥センターでは先に工事をやっているのがほかにも多数あるという説明に聞こえるんで、現場

を優先して、ルールを無視して、書類は作らずに、先にやっているのが多数あるということでよ

ろしいですね。 

○委員長（武道 修司君）  古市証人。 

○前産業課長（古市 照雄君）  先ほども、繰り返しになりますけど、現場で実際に修繕しなきゃ
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いけない事案というのは、止まったときとかも本当にあります。であるので、そのときに、じゃ

あ、今言われた圧力ポンプがどうなのかというのは別として、実際に修繕するときには、先に修

繕して、後で書類ができてくるというのはあります。 

 その件数が何件あってとかというのは分かりませんけど。 

○副委員長（宗   裕君）  皮肉を言うと、分からないぐらいある。 

○前産業課長（古市 照雄君）  あっています。 

○委員長（武道 修司君）  すいません。ちょっと時間がかなり押していますんで、これで本日の

質問は終了したいと思います。 

 古市証人、今日はすいません。長時間になって、大変申し訳ございません。私の運営が悪くて、

大変御迷惑をおかけしました。 

 ただ、我々も分からないことが多くて、書類で判断をしています。その書類がつじつまが合わ

ないということで質問させてもらっていますんで、ちょっとこのような形になったかと思います

が、何とぞ御理解のほどよろしくお願いをいたします。 

 前回もお話ししたように、事務処理に関しては、我々にしてみては不明瞭なところがまだまだ

たくさんあります。理解できないところもたくさんあります。そういうことで、今、調査をして

いますんで、何とぞ御理解の上、今後もまた調査に御協力いただければというふうに思いますん

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日は大変長い時間、大変御迷惑をおかけしました。私の運営が悪くて申し訳ございませんで

した。本日は大変どうもありがとうございました。 

 ここで一旦休憩といたします。その後にまた事務打合せをしたいと思いますんで、委員の皆さ

んは４時５分に再開といたします。お疲れさまでした。一旦休憩といたします。 

午後４時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時08分再開 

○委員長（武道 修司君）  （中断）私の運営が悪くて大変申し訳ございません。 

 その他で、報告というか、私のほうから何点か相談があります。 

 中間報告書を９月の２日の本議会において、冒頭で議長からの諸般の報告が終わった後に特別

委員会からの報告という形で中間報告をしたいと思います。 

 中間報告書の原本はある程度はできて、今チェックをしていただいておりますが、今、資料請

求をしている今日付の分までを全て中間報告書に載せたいなと思いますんで、今晩中に私が中間

報告書を最終的なものを作り上げます、原案を。皆さんにお送りしますんで、ＬＩＮＥで多分送

れるんじゃないかなと思います。もしＬＩＮＥで送れない場合は、明日朝一番に事務局のほうか
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ら皆さんに渡せるように準備をしたいと思います。そこで、ワードとかですると、また修正とか

何とかでみんながばらばらになったりしたら困りますんで、ＰＤＦ化にして、ＰＤＦで送れたら

なというふうに思っています。 

 その分のチェックを、土日が間に挟んで、ちょっと大変皆さんには御迷惑かけますけど、来週

の月曜日、１日の朝一番ないしできれば１０時ぐらいまでに加筆・修正があればお願いをしたい。

その後に加筆・修正をして、１日の午後に最終的な中間報告書を作り上げたい。それからちょっ

と事務局のほうで印刷をかけていただいて、議員の１４人分、それと執行部側に、執行部、町長

宛てに、正式な分で中間報告書の送付を１部します。それと別に、町長、副町長、教育長、企画

財政課長、総務課長に５部、約２０部、事務局も必要になると思いますんで２２から２５部の間、

書類を作りたいと思いますんで、そういうふうなスケジュールで、皆さんには負担をおかけしま

すけど、そういう形で御協力のほどよろしくお願いをいたします。 

 中間報告書についてはよろしいですか。（「委員長、質問があります」と呼ぶ者あり） 

 すいません。それと、もう一点忘れていました。 

 それと、皆さんにも通知しましたように、９月の２日の９時半に特別委員会を開催します。そ

こで中間報告書の決定をします。委員会で決定をしないものを中間報告書として出すというとち

ょっと問題がありますんで、９月の２日の９時半に集合してください。そこで中間報告書の決定、

中身に関してはもう見ていただいているんで、決定でいいかどうかという確認だけです。だから、

時間はかかりません。９月２日の９時半に集合をお願いをしたいというふうに思います。 

 宗委員、質問。宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  単なる質問です。 

 今の流れは、もう既に議運で了承を受けたものという認識でよろしいですか。 

○委員長（武道 修司君）  昨日の議会運営委員会で、諸般の報告の後に特別委員会からの報告を

入れる、その後に町長からの通常の報告事項がありますんで、その間で特別委員会からの報告と

いうことで、私から報告したいというふうに昨日の議運で決定をしています。 

○副委員長（宗   裕君）  委員長、飲み込みが悪くてごめんなさい。議会初日ってのは、まず

町長の諸般の報告があるんですか。 

○委員長（武道 修司君）  いや、議長の諸般の報告。まず最初に……。 

○副委員長（宗   裕君）  発言者で言ってください、順番。 

○委員長（武道 修司君）  まず一番最初に議長から開会しますよというか、本日の会議を開きま

すというふうな話をして、その後に町長から行政報告があります、一般的なですね。その後から、

今度、議長からその日の議案の中身とか監査の報告があって、それが諸般の報告です。その諸般

の報告の後に特別委員会の報告をします。その後に、議案書にも載っている報告第３号、４号、
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５号とありますけど、それがその後に町長のほうから報告という形で上がってくるというふうな

流れです。（「監査委員さん（聴取不能）」と呼ぶ者あり） 

 監査委員の発言は、全ての決算、認定の提案が全て終わります。特別会計から上下水道まで全

て終わった段階で、監査委員さんから監査報告がそこであります。（「議案の上程のとき」と呼

ぶ者あり）上程が終わって、全てが終わった後に監査委員さんからの報告です。（「丁寧な説明

ありがとうございます」と呼ぶ者あり）よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 という流れで行きたいと思います。よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（武道 修司君）  中間報告については以上の方向で進めていきます。 

 それと、次の証人喚問です。 

 ９月３日で、午前中が宇多村君、午後からが田村君の２人を証人喚問いたします。 

 住民生活課の柴田さんについては、まだ調整中です。 

 それと、８日月曜日は、午前中が副町長、午後からが町長という流れです。 

 もう一つというか、次が９月の１２日金曜日に太新工業株式会社の社長と秋吉さんという担当

の方をということで、今、予定をしています。太新工業については、今、局長のほうから調整を

していただいていますんで、１２日なのかどうかというのは、ちょっとまだ微妙な、最終的な決

定事項ではありません。 

 証人喚問については、今日、２時間半という状況を考えると、これはちょっと証人喚問として

はあまりよくないかなと。やはり１時間程度。１時間、（聴取不能）１時間半というぐらいにち

ょっとやっぱり整理しとかないといけないなというふうに思いますんで、次回の証人喚問等につ

いては、前もって打合せなり、対応を考えながらやっていくべきかなというふうに思いますんで、

また皆さんと御相談をしながら進めていきたいと思います。 

 内容について、時間的な配分を見よって、私もちょっと長かったかなと思って反省をしていま

す。流れの中で整理をしていきながら、１時間ぐらいをめどに終われるようにちょっと準備をし

ていきたいというふうに思いますんで、御協力のほどよろしくお願いをいたします。 

 皆さんのほうから何かありますか。吉元委員。 

○委員（１３番 吉元 健人君）  自分の質問も絞れていない部分もあって反省しているんですけ

れども、今回、返答、説明等が質問に対して倍、３倍ぐらいの時間かかって、その辺もこっちで

切らせてもらえるなら切ってもよろしいんですか。 

○委員長（武道 修司君）  いいと思います。（「同じことを何回も何回も（聴取不能）」と呼ぶ

者あり）そこは、私のほうに言ってください。私のほうで整理をしていきたいと思います。 

 ほかに、全体を通じて何かありますか。宗委員。 
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○副委員長（宗   裕君）  清掃センターの柴田さんは調整中ってことですけど、可能性として

は３日に来ていただける可能性もまだ残っているんですか。 

○委員長（武道 修司君）  ないです。 

○副委員長（宗   裕君）  もうないんですね。了解しました。じゃあ、もう別日ですね、全く

の。 

○委員長（武道 修司君）  まだちょっと調整ができていないということなんで。（発言する者あ

り）予定というか、その日はちょっと難しいということで。（発言する者あり）今、調整をして

もらっています。今、局長のほうで調整をしてもらっていますんで、また決まり次第、御連絡を

させてもらいたいと思います。 

 ほかに何かありますか。 

 あと、資料請求とかで必要なものがあれば、またその都度、気づいたところあれば言ってくだ

さい。田原委員。 

○委員（４番 田原 宗憲君）  （聴取不能）も全部、１時半、証人の分は。１時。今日は１時半

やったけど。 

○委員長（武道 修司君）  今日は、もうスタートが１時半やったんで。スタートが午後しかなか

ったから１時半になったけど、次回は午前中と午後とありますんで、職員であれば１時には来れ

るかなということで、１時にしています。だから、一旦休憩になりますよね、午前中の分が終わ

ったら。休憩で再開を午後１時というふうな形で持っていきたいなというふうに思っています。 

 ただ、午後の出席者が１時１０分からのほうがいいとか、１時半のほうがいいということにな

ると、休憩時間をちょっとずらして、再開をちょっとずらす可能性はあります。よろしいですか。 

 それともう一点、私のほうからもう一つ言わないといけないのが、今日、冒頭にも言いました

けど、マイクの入りがすごく悪くて、今までの分をちょっと全部聞いて、ビデオもそうですけど、

ビデオも音があんまり入っていない。音声データも聞きにくいというか、もうほとんど放送事故

じゃないかというぐらいの音になっている部分もあります。 

 それで、今日、瀬戸さんのほうで、コマーレの宮本さんのほうにそういうふうな編集ができな

いかということを相談をしてもらったんですけど、ちょっとなかなか難しいということで、ぎじ

ろくセンターのほうに確認をしてもらったら、ぎじろくセンターも声が聞こえないと編集ができ

ないということで、音声を上げているデータがあるみたいです。ある程度の聞き取れる音声の可

能性がちょっとありますんで、明日以降になりますけど、瀬戸さんのほうからぎじろくセンター

のほうに、そのデータをもらうように今ちょっと依頼をかけています。 

 それが来た段階で再度、私のほうでユーチューブ用に編集をしてみたいなというふうに思いま

すんで、ちょっと今の段階で、どのような形で、まだユーチューブ上げられるかどうかという結
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論が出ていないんではっきりとしたことは言えませんけど、それが来次第、私のほうでちょっと

頑張ってみようかなというふうに思いますんで、結果はまた来週の２日の日には皆さんに報告が

できるようにはしときたいというふうに思います。 

 以上です。（「ちょっと蛇足ですけど」と呼ぶ者あり）宗委員。 

○副委員長（宗   裕君）  こうしゃべると全然入らなくて、この延長線にないと入らないんで

すよね。ちょっとでも軸がずれると駄目ですね。 

○委員長（武道 修司君）  立てても駄目やし。 

○副委員長（宗   裕君）  こうやってしっかり向けとかんと駄目ですね。（発言する者あり） 

○委員長（武道 修司君）  このパターンじゃないと入りにくいというのがあるみたいです。

（「逆に、雑音拾わんようにそうしとるんやけどね」と呼ぶ者あり）じゃないかなと。（発言す

る者あり） 

 昔、アナログというか、旧の庁舎のときのマイクは案外と入っていたんですよね、まだ。とこ

ろが、この庁舎になって、新しくなって、いい機械を入れていただいたのに入らないというので、

そしたら、デジタル化しているもんで入りにくいようにはなっているようです、ほかのものを拾

わないとか。（発言する者あり）新しいです。この庁舎できてから入れたやつです。（「委員長、

ちょっと実験させてもらってもいい」と呼ぶ者あり） 

 すいません。ちょっと一旦ここで、もう終わっていいですか。何かあればですけど、なかった

ら、もう。（「終わりましょう」と呼ぶ者あり）終わっていいですか。 

 以上をもちまして、第１４回特定業者との随意契約に関する調査特別委員会を終了いたします。

どうもお疲れさまでした。 

午後４時21分閉会 

────────────────────────────── 


